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株式会社アドベンチャー

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、当社ウェブ
サイトに掲載することにより株主の皆様に提供しています。

（https://jp.adventurekk.com/ir/meeting/）



Ⅰ．企業集団の概況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当社グループをとりまく経営環境につきましては、観光庁「宿泊旅行統計調査」

（確定値）によりますと、2021年度の延べ宿泊者数は、3億1,777万人泊で2019年比

46.7%減(前年比4.2%減)、うち日本人延べ宿泊者数が3億1,346万人泊で2019年比

34.7%減（前年比0.7%増）、外国人延べ宿泊者数が432万人泊で2019年比96.3%減

（前年比78.8%減）となっており、業界全体として新型コロナウイルス感染症の感

染拡大による影響が前年同様に続きました。一方で、同調査（速報値）の2022年6

月単月によりますと延べ宿泊者数は前年同月比73.4%増の3,451万人泊となり、足

元の経営環境につきましては、前年比で大きく回復の兆しが見られました。

このような事業環境のもと、当連結会計年度におきましては、収益は

11,786,934千円（前年同期比46.7%増）、営業利益は2,043,360千円（前年同期比

136.9%増）、税引前当期利益は2,013,155千円（前年同期比144.8%増）、親会社の所

有者に帰属する当期利益は1,610,385千円（前年同期比89.4%増）となりました。

なお、当社は当連結会計年度において、コスミック流通産業株式会社及びコス

ミックGCシステム株式会社の株式を譲渡したことにより、両社の各事業を非継続

事業に分類しております。これにより、収益、営業利益及び税引前当期利益は継

続事業からのもののみを表示しており、これらの事業（非継続事業）については、

「非継続事業からの当期利益」として、継続事業と区分して表示しております。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

（コンシューマ事業）

コンシューマ事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、並

びにそれによる政府の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発令等の影響が

断続的に続いたものの、行動制限の段階的緩和等により個人消費に持ち直しの動

きが見られたことを受けて業績が回復に向かい、当セグメントの収益は

11,879,411千円（前年同期比46.4%増）、セグメント利益は2,135,837千円（前年同

期比126.7%増）となりました。
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（投資事業）

投資事業につきましては、成長企業等への投資を引き続き実施しておりますが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、株式市場全体の株価が下

落し、保有している営業投資有価証券の株価の下落が生じた結果、当セグメント

の収益及び利益は△92,477千円（前年同期のセグメントの収益及び利益は、△

79,360千円）となりました。

2. 財産及び損益の状況の推移

企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第13期 第14期 第15期
第16期

(当連結会計年度)

収益（千円） 13,552,251 12,315,138 8,035,562 11,786,934

親会社の所有者に帰属する
当期利益（千円）

184,943 72,044 850,427 1,610,385

基本的１株当たり
当期利益（円)

27.40 10.67 125.95 225.03

総資産額（千円） 17,024,332 16,908,449 12,199,337 20,835,885

親会社の所有者に帰属する
持分（千円）

1,496,528 1,493,115 2,311,253 9,619,282

(注) 1．収益には、消費税等は含まれておりません。
2. 第14期において、ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社、AppAge Limited、

株式会社スグヤクを非継続事業に分類しております。そのため、第13期の収益は組替
えて表示しております。

3. 第15期において、株式会社wundou、株式会社ギャラリーレア、株式会社EDISTを非継続
事業に分類しております。そのため、第13期及び第14期の収益は組替えて表示してお
ります。

4. 第16期において、コスミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社を
非継続事業に分類しております。そのため、第13期、第14期及び第15期の収益は組替
えて表示しております。

― 3 ―



3. 対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境は、引き続き新型コロナウイルスの感染の動向が

経済に与えるリスクが懸念されている事に加え、ロシアによるウクライナ侵攻も

あり、未だ不透明である状況と考えられています。一方で、わが国においては

2021年２月よりワクチン接種が開始されており、また、経口抗ウイルス薬（飲み

薬）の開発が今後順調に進めば、感染拡大が沈静化し、旅行需要が急速に回復す

ることも期待されています。

このような中、当社グループが対処すべき主な課題は下記のとおりであります。

(１) 海外への事業拡大

当社グループでは、国内市場における継続的な事業の拡大を図っております

が、当社グループが更なる成長を遂げるためには、新型コロナウイルス感染症

の終息を前提として、海外への事業拡大が必要不可欠であると考えておりま

す。

特に東南アジア諸国では、日本以上にLCCのシェアが拡大しており、今後も

シェアが拡大するものと予想されております。当社がこれらのLCC全ての路線

を取り扱うためには、海外航空券の仕入先であるホールセラーが提供している

APIだけでは対応できないことから、各国のLCCのAPIに個別接続する必要があ

ります。

当社グループでは、これらの状況に対処するため、国内で培った技術力やノ

ウハウを活かし、堅牢なシステム構築を図ってまいります。

(２) グローバル人材の採用

当社グループは、国内市場のみならず、世界各国の旅行商品の取り扱いを充

実させることによって国際競争力を高め、更なる事業拡大を図る方針でありま

す。このため、当社としましては、外国人顧客向けのオペレーターや、国内外

の優秀な人材を確保することが重要と認識しており、社内における研修制度の

充実や語学が堪能な人材の採用強化に取り組んでまいります。
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(３) 新サービスや新規事業領域の展開

多様化する顧客のニーズに応えるために、当社グループは常に新しいサービ

スを提供することを検討し、実施しております。

また、当社グループは、民泊の運営やオフショア開発などの新規事業領域へ

の参入も積極的に進めております。

今後も様々な新サービスを展開することにより既存の事業領域での顧客の拡

大を図るとともに、新たな事業領域での顧客の開拓を行ってまいります。

(４) 顧客に対して提供する情報の量及び質の向上

インターネット等を利用することによって顧客自身が様々な媒体から様々な

情報を入手することが容易となっていることから、旅行に対する顧客のニーズ

は多様化し、旅行会社に対する要望も高くなっております。このような状況に

対して、当社としましては、顧客一人一人のニーズにマッチした情報提供を行

ってまいります。

(５) 認知度の向上

当社が運営するサイトを多くの顧客に利用して頂くためには、サイトの認知

度を更に向上させることが必要不可欠であると考えております。このため、新

聞、テレビCMを活用した効果的な広告宣伝、Webマーケティング技術の有効活用

等を実施することで認知度の向上に努めてまいります。

(６) 顧客の利便性向上

当社グループはPC及びスマートフォンによる販売を行っておりますが、特に

スマートフォンからの申込みが増加しており、今後も更に増加するものと予想

されております。このため、当社としましては、スマートフォンに対応した検

索機能や予約機能等を充実させ、顧客の利便性向上に努めてまいります。
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4. 主要な営業所

(1) 主要な営業所（2022年６月30日現在）

名 称 所 在 地

本社 東京都渋谷区

株式会社TET 東京都渋谷区

ラド観光株式会社 大阪府大阪市北区

株式会社Vacations 東京都渋谷区
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Ⅱ．新株予約権等に関する事項

当社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予

約権等の内容の概要

名 称 第１回新株予約権

新株予約権の数 ７個

保有人数

当社監査役 １名

新株予約権の目的である株式の
種類及び数

当社普通株式 8,400株

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり3,600円
（１株当たり３円）

新株予約権の行使期間 2015年12月28日から2023年12月27日まで

新株予約権の主な行使条件 ① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」

という）は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、

監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及

び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、

当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合には

この限りではない。

② 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その

相続人は権利行使することができないものとする。

③ その他の権利行使の条件については、本株主総会及び

新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と本新株

予約権の割当を受けた新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

④ 前各号の規定に関わらず、会社法ならびにその関連法

規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、

この限りではない。
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名 称 第４回新株予約権

新株予約権の数 22個

割当先

当社取締役（社外取締役を除く） １名

当社社外取締役 １名

当社監査役 ２名

新株予約権の目的である株式の
種類及び数

当社普通株式 6,600株

新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり 1,000円

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり1,043千円
（１株当たり3,477円）

新株予約権の行使期間 2018年10月１日から2024年５月28日まで

新株予約権の主な行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」
という）は、当社の2018年６月期から2022年６月期まで
のいずれかの事業年度における営業利益が、下記(a)また
は(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予
約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に
掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を
限度として、達成した年度の有価証券報告書の提出日の
翌月１日から行使することができる。
（a）営業利益が1,000百万円を超過した場合：行使可能
割合 50％
（b）営業利益が1,500百万円を超過した場合：行使可能
割合 100％
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の
有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益
計算書を作成していない場合、損益計算書）における営
業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等
により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合
には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとす
る。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権
者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生
じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、権利行使時においては、当社または
当社子会社の取締役及び監査役、または従業員であるこ
とを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任
または懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を
保有することが適切でないと取締役会が判断した場合に
は、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認
めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数
が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはでき
ない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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名 称 第５回新株予約権

新株予約権の数 1,500個

保有人数

当社取締役 １名

新株予約権の目的である株式の
種類及び数

当社普通株式 450,000株

新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり 1,000円

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり1,008千円
（１株当たり3,360円）

新株予約権の行使期間 2018年10月1日から2024年8月28日まで

新株予約権の主な行使条件 ① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という）は、当社の2018年６月期から2022年６月期まで

のいずれかの事業年度における営業利益が、下記(a)また

は(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予

約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に

掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を

限度として、達成した年度の有価証券報告書の提出日の

翌月１日から行使することができる。

（a）営業利益が1,000百万円を超過した場合：行使可能

割合 50％

（b）営業利益が1,500百万円を超過した場合：行使可能

割合 100％

なお、上記における営業利益の判定においては、当社の

有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益

計算書を作成していない場合、損益計算書）における営

業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等

により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合

には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとす

る。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生

じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、権利行使時においては、当社または

当社子会社の取締役及び監査役、または従業員であるこ

とを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任

または懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を

保有することが適切でないと取締役会が判断した場合に

は、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認

めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数

が当該時点における発行可能株式総数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはでき

ない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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2. 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価と

して交付された新株予約権等の内容の概要

該当事項はありません。

3. その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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Ⅲ．会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）の対価として当社が支払
うべき報酬の額（注）1

38,160千円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の対価として当社が支払うべき
報酬の額

4,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計
額

51,560千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこ
れらの合計額を記載しております。

2. 当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」
を踏まえ、取締役及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監
査人の監査計画の内容や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬
等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3. 非監査業務の内容

当社は、太陽有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以

外の業務（非監査業務）であるコンフォートレター作成業務についての対価を支

払っております。

4. 責任限定契約・補償契約

該当事項はありません。

5. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会

の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第１項各号の

いずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意によ

り会計監査人を解任いたします。

Ⅳ．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

1． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

(1) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守する

とともに、経営理念に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

(2) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会

規程」その他の社内規程等に従い重要事項を決定するとともに、取締役の職

務の執行を監督する。
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(3) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び

社内規程に従い、担当業務を執行する。

(4)「コンプライアンス規程」その他社内規程に基づき、法令順守の意識のもと適

正な業務執行が行われるべく、教育・啓蒙を行い、その執行を徹底・監督し、

問題があった場合には「就業規則」等に則り適正に処分する。

(5) 業務執行に関する法令及び定款への適合性に関しては、内部監査、監査役監

査、会計監査人監査等の実施により確認する。

(6) 業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体等からの不当な要

求には法的対応を行うとともに、反社会的勢力及び団体への資金提供は絶対

に行わない。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、「文書管理規程」その他の社内規程に従い、株主総会議事録、取締役

会議事録等の職務執行に係る重要な文書（電磁的媒体によるものを含む）を、適

正に作成・保存・管理し、保存期間中は必要に応じて取締役、監査役、会計監査

人等が閲覧、謄写可能な状態とする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 事業上のリスク管理に関する規程を策定し、当該規程に基づくリスク管理体

制を構築、運用する。

(2) コンプライアンスリスク、情報システムリスク、信用リスクその他様々なリ

スクに対処するため、各種の社内規程・マニュアルの整備及び見直しを行う。

(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、

必要に応じて外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失

の拡大を防止し、これを最小限に留めるための体制を整備する。

(4)「内部監査規程」に基づき、計画的な内部監査を実施し、法令・定款違反その

他の事由に基づき損失の危険のある事項が発見された場合には、代表取締役

社長及び監査役に対して適切に報告を行うとともに、当該事項の是正措置の

実施状況に関してフォローアップを行う。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は月に１回定期的に、または必要に応じて適時に開催し、法令に定

められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含

めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。

(2) 業務執行に関する責任者及びその責任範囲、手続きの詳細については、「組織

規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」その他社内規則に定めるところによ

る。
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5. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体

制

(1) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、主要な子会社及び関係会社に対する

適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを

行う。

(2) 「コンプライアンス規程」その他関連規程・規則に基づき、当社及び子会社

における業務活動が法令順守の意識のもと行われる体制とする。

(3) 子会社の管理は経営企画室が行うものとし、必要に応じて取締役または監査

役として当社の取締役、監査役または使用人が兼任するものとする。取締役

は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該会社の取締役の職

務執行を監査する。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 当社は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するた

めに、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及

び運用を行う。

(2) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化

を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。

(3) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に

監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令と

の適合性を確保する。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役が必要とした場合、監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助する使

用人を合理的な範囲で配置するものとする。

(2) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査役会

等の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を

確保するものとする。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制

(1) 取締役及びその他使用人は、法令・定款違反行為、不正行為その他当社の業

務または業績に影響を与える重要な事実に関して、これを発見したときは、

監査役に都度報告する。なお、監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び

その他使用人に対して報告を求めることができる。
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(2) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績

に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報

状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切

に行えるようにする。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、内部監査と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に

立ち会うものとする。

(2) 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、法律事務所等に専門的な立場

からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人等に意見を求める

など必要な連携を図ることとする。

業務の適正を確保するための体制の運用状況

1. 内部統制システム全般

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタ

リングし、改善を進めております。

2. リスク管理

当社はリスクマネジメント規程において、当社の危機管理に関する基本事項

及びリスクが発生した場合の具体的な対応方法等について定め、危機管理に必

要な体制を整備しております。

3. 子会社経営管理

子会社の経営管理につきましては、当社の内部監査室において子会社の経営

管理体制を整備及び統括する体制を敷いております。

4. 取締役の職務執行

当社は取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底しており、社外取締

役を２名選任し、取締役会等を通じて社外取締役からの発言が積極的に行われ

る機会を設けることで、監督機能を強化しております。

5. 監査役

当社の監査役は全員が社外監査役であり、取締役会において積極的に発言す

ることにより、監督機能を強化しております。また、会計監査人、内部監査室

と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム

全般をモニタリング及び助言を行っております。
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Ⅴ．会社の支配に関する基本方針

当社は会社の支配に関する基本方針は定めておりません。

Ⅵ．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けさ

れた配分を行うことを基本方針としております。

2022年６月期の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、当期の業績、今

後の事業展開等を総合的に勘案し、1 株当たり 20 円とさせて頂きたいと考えてお

ります。

Ⅶ．親会社等との間の取引に関する事項

当社は営業債務に対して主要株主兼代表取締役社長である中村俊一氏より債務保

証を受けております。この債務保証に当たっては金額、その他内容及び条件が一般

の取引条件と同様に適切な条件による取引で行われることなどに留意しております。

当社取締役会は、この取引条件を把握し、当社グループの利益を害するものでな

いことを確認したうえでその適正性、妥当性を判断しております。
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連 結 財 政 状 態 計 算 書

(2022年６月30日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 負 債

流 動 資 産 18,251,723 流 動 負 債 7,629,574

現 金 及 び 現 金 同 等 物 12,754,783 営業債務及びその他の債務 5,760,429

営業債権及びその他の債権 2,872,939 社 債 及 び 借 入 金 490,368

棚 卸 資 産 252,161 リ ー ス 負 債 191,926

営 業 投 資 有 価 証 券 1,097,295 未 払 法 人 所 得 税 等 1,074,342

そ の 他 の 金 融 資 産 193,318 そ の 他 の 流 動 負 債 112,508

そ の 他 の 流 動 資 産 1,081,224 非 流 動 負 債 3,587,028

非 流 動 資 産 2,584,161 社 債 及 び 借 入 金 3,038,381

有 形 固 定 資 産 58,889 リ ー ス 負 債 468,378

使 用 権 資 産 664,141 退 職 給 付 に 係 る 負 債 22,963

の れ ん 529,172 繰 延 税 金 負 債 5,867

無 形 資 産 166,441 そ の 他 の 非 流 動 負 債 51,438

そ の 他 の 金 融 資 産 1,162,996 負 債 合 計 11,216,603

そ の 他 の 非 流 動 資 産 2,521 資 本

親会社の所有者に帰属する持分 9,619,282

資 本 金 3,281,560

資 本 剰 余 金 3,270,281

利 益 剰 余 金 3,067,131

自 己 株 式 △1,284

その他の資本の構成要素 1,593

資 本 合 計 9,619,282

資 産 合 計 20,835,885 負 債 及 び 資 本 合 計 20,835,885

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2021年７月１日から
2022年６月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

収益 11,786,934

売上原価 1,734,923

営業総利益 10,052,010

販売費及び一般管理費 8,096,579

その他の収益 88,091

その他の費用 162

営業利益 2,043,360

金融収益 24,732

金融費用 54,937

税引前当期利益 2,013,155

法人所得税費用 679,251

継続事業からの当期利益 1,333,904

非継続事業

非継続事業からの当期利益 276,481

当期利益 1,610,385

当期利益の帰属

親会社の所有者 1,610,385

当期利益 1,610,385

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 17 ―



連結持分変動計算書

(2021年７月１日から
2022年６月30日まで)

(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2021年７月１日残高 557,183 492,191 1,524,270 △245,240

当期利益 1,610,385

その他の包括利益

当期包括利益合計 － － 1,610,385 －

剰余金の配当 △67,524

新株の発行 2,724,376 2,778,090

自己株式の取得 △791

自己株式の処分 244,747

子会社の支配喪失に伴
う変動

所有者との取引額合計 2,724,376 2,778,090 △67,524 243,956

2022年６月30日残高 3,281,560 3,270,281 3,067,131 △1,284

親会社の所有者に帰属する持分

合計

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する金融資

産

新株予約権 合計

2021年７月１日残高 △17,838 △908 1,595 △17,152 2,311,253

当期利益 1,610,385

その他の包括利益 11,684 △30 11,654 11,654

当期包括利益合計 11,684 △30 － 11,654 1,622,040

剰余金の配当 △67,524

新株の発行 △2 △2 5,502,464

自己株式の取得 △791

自己株式の処分 244,747

子会社の支配喪失に伴
う変動

6,153 939 7,092 7,092

所有者との取引額合計 6,153 939 △2 7,090 5,685,989

2022年６月30日残高 － － 1,593 1,593 9,619,282

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)連結計算書類の作成基準

当社及びその子会社（以下、当社グループ）の連結計算書類は、会社計算規則第

120条第１項の規定により、国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して

作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求めら

れる開示事項の一部を省略しております。

(2)連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

①連結子会社の数 ３社

②主要な連結子会社の名称

株式会社TET

ラド観光株式会社

株式会社Vacations

③連結の範囲の変更

株式会社Vacationsについては新規設立に伴い当連結会計年度より連結子会社に

含めることとし、AppAge Limitedについては会社清算が結了したため、並びにコ

スミック流通産業株式会社及びコスミックGCシステム株式会社については所有株

式の全てを売却したため、いずれも当連結会計年度において連結子会社でなくな

りました。

(3)持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(4)連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。
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(5) 会計方針に関する事項

①金融資産の評価基準及び評価方法

(ⅰ) 当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、償却原価で測定される金融資産、そ

の他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、純損益を通じて公

正価値で測定される金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時

に決定しております。金融資産のうち、株式は約定日に当初認識をしており、

その他の金融資産については金融商品の契約の当事者となった取引日に当初

認識しております。

すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類さ

れる場合を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。

金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される

金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的

とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみで

あるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定される金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定される

金融資産に分類しております。

公正価値で測定される資本性金融資産については、純損益を通じて公正価

値で測定しなければならない売買目的で保有される資本性金融資産を除き、

個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値で測定するか、その

他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に

適用しております。

(ⅱ) 事後測定

金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定して

おります。

(a) 償却原価により測定される金融資産

償却原価により測定される金融資産については、実効金利法による償

却原価により測定しております。

(b) 公正価値により測定される金融資産

公正価値により測定される金融資産の公正価値の変動額は純損益とし

て認識しております。ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利

益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の

変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該金融資

産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益として

認識しております。
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(ⅲ) 金融資産の認識の中止

当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権

利が消滅する、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほ

とんどすべてを移転する場合において、金融資産の認識を中止しております。

当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合に

は、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いた

します。

(ⅳ) 金融資産の減損

償却原価により測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸

倒引当金を認識しております。

当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが、当初認識

時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信

用リスクが著しく増加していない場合には、12カ月の予想信用損失を貸倒引

当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著し

く増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金

として認識しております。

契約上の支払の期日経過が30日超である場合には、原則として信用リスク

の著しい増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加して

いるか否かの評価を行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理

的に利用可能かつ裏付け可能な情報（内部格付、外部格付等）を考慮してお

ります。

なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合に

は、当該金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない

と評価しております。

ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスク

の当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信

用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。

予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキ

ャッシュ・フローと、企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・

フローとの差額の現在価値として測定しております。

当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法

で見積もっております。
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・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない

確率加重金額

・貨幣の時間価値

・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日

において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能

な情報

著しい景気変動等の影響を受ける場合には、上記により測定された予想信

用損失に、必要な調整を行うこととしております。

当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的

な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額し

ております。

金融資産に係る貸倒引当金の繰入額及び戻入額は、純損益で認識しており

ます。貸倒引当金を減額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損

益で認識しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しており

ます。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに

要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。原価は、主として先

入先出法又は加重平均法に基づいて算定しており、購入原価、加工費及び現在の

場所及び状態に至るまでに要したすべての費用を含んでいます。

③有形固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で表示しております。

取得原価には、資産の取得に直接関連する費用が含まれております。土地及び

建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、主

として定額法により計算しております。また、定率法による減価償却が、当該資

産から生じる将来の経済的便益が消費されるパターンをより良く反映する場合に

は、定率法を採用しております。

主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 ３～15年

・工具、器具及び備品 ３～20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、

変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しており

ます。
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④無形資産（のれんを除く）の償却方法

個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。

のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除

いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却

累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウエア ５年

・顧客関連資産 13年

なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変

更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しておりま

す。

⑤リース資産

当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだもの

であるかどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権

利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースである

か又はリースを含んでおります。

借手としてのリース

リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。

使用権資産は開始日において取得原価で測定しております。開始日後において

は、原価モデルを適用して、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除して測定しております。原資産の所有権がリース期間の終了時までに借

手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オプションを行使するこ

とを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年数の終了

時まで減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用権資産の耐

用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。

リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料の現在

価値で測定しております。開始日後において、リース負債に係る金利や、支払

われたリース料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しております。

リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場合には、リース

負債を再測定し使用権資産を修正しております。

なお、短期リース及び少額資産のリースについてはIFRS第16号「リース」第

６項を適用し、リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しており

ます。
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⑥のれんに関する事項

当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持

分の認識額を含む譲渡対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得

資産及び引受負債の純認識額(通常、公正価値)を控除した額として当初測定して

おります。

のれんの償却は行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減

損テストを実施しております。

のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っ

ておりません。

また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を

控除した価額で表示しております。

⑦非金融資産の減損

棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期

末日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、

当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できな

い、又は未だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわ

らず回収可能価額を毎年同じ時期に見積っております。

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価

値のうちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見

積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを

反映した税引前割引率を用いて現在価値に割引いております。減損テストにおい

て個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループ

のキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成す

る最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際には、

のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減

損がテストされるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、

結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。

当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしま

せん。全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回

収可能価額を決定しております。

減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する

場合に純損益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損

失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次

に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しております。

のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、

過去に認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の
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有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合

は、減損損失を戻入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿

価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入

れております。

⑧重要な引当金の計上基準

引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的

債務を有しており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性

が高く、当該債務の金額についての信頼性のある見積りができる場合に認識して

おります。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを

貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて

現在価値に割引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として

認識しております。

・資産除去債務

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原

状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額

を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数

を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、

将来の事業計画等により影響を受けます。

⑨従業員給付

イ．短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供

された時点で費用として計上しております。賞与及び有給休暇費用について

は、それらを支払う法的又は推定的な債務を負っており、信頼性をもって見

積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる

額を負債として認識しております。

ロ．退職後給付

一部の連結子会社は、従業員の退職給付制度として確定給付制度を運営し

ております。退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法による、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算結果

が、IAS第19号の原則的な方法に従って計算した場合と近似しているため、日

本基準における簡便法を適用しております。
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⑩収益の計上基準

当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除

く顧客との契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識し

ております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務を配分する。

ステップ５：履行義務を充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

なお、具体的な収益認識の基準は、「６．収益認識に関する注記」に記載して

おります。

⑪外貨換算

・外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算

しております。

期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通

貨に換算しております。

公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定

日における為替レートで機能通貨に換算しております。

換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

・在外営業活動体の財務諸表

在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費

用については平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活

動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識し

ております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間

に純損益として認識されます。
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２．会計上の見積りに関する注記

IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに

資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うこと

が要求されております。実際の業績は、その性質上これらの見積りとは異なる場合

があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直

しによる影響は、見積りを見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間におい

て認識されます。

新型コロナウイルス感染症の収束時期について、現時点で見通しを立てることは

困難でありますが、翌連結会計年度末までは弱毒化や変異株に対応したワクチンの

浸透、集団免疫の形成により、徐々に収束に向かい、翌連結会計年度末までに、売

上高は徐々に回復すると仮定した計画を策定し、資産の減損のほか、会計上の見積

りに反映しております。

上記の仮定は経営者の最善の見積りによって決定されておりますが、将来の不確

実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となっ

た場合には翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

経営者が行った連結計算書類の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下

のとおりです。

(1)金融資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(千円)

当連結会計年度

営業債権及びその他の債権 2,872,939

その他の金融資産（流動） 193,318

その他の金融資産（非流動） 1,162,996

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

金額の算出方法は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(5)会計方針に関する事項 ①金融資産の評価基準及び評価方法」に記載した内容

と同一です。
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(2)のれんの評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(千円)

当連結会計年度

のれん 529,172

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

金額の算出方法は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(5)会計方針に関する事項 ⑥のれんに関する事項及び⑦非金融資産の減損」に記

載した内容と同一です。

(3)非金融資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(千円)

当連結会計年度

減損損失 －

有形固定資産 58,889

使用権資産 664,141

無形資産 166,441

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

金額の算出方法は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(5)会計方針に関する事項 ⑦非金融資産の減損」に記載した内容と同一です。

(4)繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(千円)

当連結会計年度

繰延税金資産 －

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び税務上の繰越

欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる時期及び金

額に基づき算定されています。
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(5)レベル３に区分されている営業投資有価証券

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(千円)

当連結会計年度

レベル３に区分されている営

業投資有価証券
738,526

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

金額の算出方法は、「５．金融商品に関する注記 (2)金融商品の公正価値等に

関する事項 ③公正価値で測定する金融商品」に記載した内容と同一です。

３．連結財政状態計算書に関する注記

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務

① 現金及び現金同等物 40,000千円

② ①に対応する債務 営業債務及びその他の債務 160,438千円

(2)資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 838千円

(3)有形固定資産の減価償却累計額 58,185千円

(4)有形固定資産の減損損失累計額 －千円

４．連結持分変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当連結会計年度期首
の株式数（株）

増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度末の

株式数（株）

普通株式 6,800,100 700,600 － 7,500,700

（変動事由の概要）
発行済株式の増加数の主な内容は、次のとおりであります。
①海外市場における募集による新株の発行 700,000株
②新株予約権の権利行使による新株の発行 600株
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(2)自己株式の種類及び総数

株式の種類
当連結会計年度期首
の株式数（株）

増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度末の

株式数（株）

普通株式 47,696 89 47,600 185

（変動事由の概要）
自己株式の増加数の主な内容は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求 89株

自己株式の減少数の主な内容は、次のとおりであります。
海外市場における募集による自己株式の処分 47,600株

(3)新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

2014年第１回
新株予約権

普通株式 8,400 － － 8,400 －

2017年第４回
新株予約権

普通株式 28,500 － 600 27,900 93

2017年第５回
新株予約権

普通株式 450,000 － － 450,000 1,500

合計 486,900 － 600 486,300 1,593

（変動事由の概要）
目的となる普通株式の減少数の主な内容は、次のとおりであります。

新株予約権の権利行使による新株の発行 600株

(4)配当に関する事項

①配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年
９月24日

定時株主総会
普通株式 67,524 利益剰余金 10.00

2021年
６月30日

2021年
９月27日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年
９月26日

定時株主総会
普通株式 150,010 利益剰余金 20.00

2022年
６月30日

2022年
９月27日
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５．金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

①資本管理

当社グループは、持続的な成長を通じて、企業価値を最大化することを目指し

て資本管理をしております。

当社グループが資本管理において用いる主な指標は、ネット有利子負債（有利

子負債の金額から現金及び現金同等物を控除したもの）及び親会社所有者帰属持

分比率であります。これらの指標については、経営者に定期的に報告され、モニ

タリングしております。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はあ

りません。

②信用リスク管理

信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行

になり、当社グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。

当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を

行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

なお、当社グループは、特定の相手先又はその相手先が所属するグループにつ

いて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。

当社グループでは、営業債権と営業債権以外の債権に区分して貸倒引当金を算

定しております。いずれの債権についても、その全部又は一部について回収がで

きず、又は回収が極めて困難であると判断された場合には債務不履行とみなして

おります。

また、支払遅延の原因が一時的な資金需要によるものではなく、債務者の重大

な財政的困難等に起因するものであり、債権の回収可能性が特に懸念されるもの

であると判断された場合には、信用減損が発生しているものと判定しております。

当社グループは、重大な金融要素を含んでいない営業債権に対し、常に全期間

の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を設定しております。

③流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行す

るにあたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクであります。

当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用

可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリン

グすることで流動性リスクを管理しております。
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④金利リスク

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、

金利の変動は借入コストに大きく影響いたします。

当社グループは、適正な資本コスト率の維持及び成長投資のための財務基盤の

強化を目的として社債及び借入金により資金調達を行っております。社債及び借

入金の資金調達においては、金利市場の動向により、変動金利と固定金利のバラ

ンスを考慮して決定しております。

⑤市場価格の変動リスク管理

当社グループは、資本性金融商品（株式）から生じる株価の変動リスクに晒さ

れております。株式への投資については、定期的に市場価格や発行体の財務状況

等を把握するとともに保有意義についての再確認を行い、継続的にポートフォリ

オの見直しを行っております。

(2)金融商品の公正価値等に関する事項

IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要

性を反映させた公正価値のヒエラルキーを用いて、公正価値の測定を分類するこ

とを要求しております。

公正価値の測定に用いられる公正価値の階層(公正価値ヒエラルキー)の定義は

次のとおりです。

・レベル１：同一の資産または負債の活発な市場における無修正の相場価格に

より測定した公正価値

・レベル２：レベル１以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用

して測定した公正価値

・レベル３：観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

金融商品の公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定の重要なインプッ

トのうち、最も低いレベルにより決定されます。

①金融商品の公正価値の算定方法

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、

その他の金融負債）

短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

（営業投資有価証券、その他の金融資産）

上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。

上場株式以外の投資の公正価値については、合理的に入手可能なインプットによ

り、類似企業比較法又はその他の適切な評価技法を用いて算定しております。
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（社債及び借入金）

社債及び借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを新規に同様

の契約を履行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。

②償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、

公正価値と帳簿価額が近似している金融商品は、以下の表には含めておりません。

（千円）

帳簿価額 公正価値 差額

負債

社債及び借入金 3,528,749 3,517,058 11

合計 3,528,749 3,517,058 11

③公正価値で測定する金融商品

公正価値で想定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりです。

（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて公正価値
で測定される金融資産

資本性金融商品 358,769 － 738,526 1,097,295

合計 358,769 － 738,526 1,097,295

レベル３に区分されている経常的な公正価値測定を行う金融商品は、非上場株

式であり、マーケットアプローチ（類似取引比較法）および将来事業計画のレビ

ューの組み合わせにより評価しております。投資先企業の業績や投資環境の悪化

などの公正価値の下落に至る可能性がある事象が識別された場合には、当該事象

を反映させて公正価値を測定しております。なお、レビューに用いた将来事業計

画につきましては、成長率、営業利益率等には不確実性を伴います。
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６．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

当社グループは、顧客への旅行商品その他のサービスの提供、及び成長企業等

に対する投資を主たる事業としており、これらの事業は、顧客へのサービスの提

供についてはコンシューマ事業、成長企業等に対する投資については投資事業に

分類しております。また、当社の取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評

価するためにこれらの事業については定期的に検討を行う対象としております。

コンシューマ事業に係る収益の分解につきましては地理的区分、市場や顧客の

種類、契約の種類又は存続期間、財又はサービスの移転時期、及び販売経路など

を総合的に勘案し、当社グループの収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、

時期及び不確実性が受ける経済的要因をより適切に描写する観点から、サービス

の種類別に「国内航空券」、「海外航空券」、「ホテル」、「レンタカー」、「ツアー」、

及び「その他」に収益を分解することが適切であると判断しております。

コンシューマ事業の分解した収益および投資事業に係る収益と、セグメント収

益との関連は以下のとおりであります。

(単位：千円)

セグメント

コンシューマ事業 投資事業 合計

国内航空券 8,797,448 － 8,797,448

海外航空券 105,502 － 105,502

ホテル 124,632 － 124,632

レンタカー 287,125 － 287,125

ツアー 2,188,875 － 2,188,875

その他 375,826 － 375,826

投資事業に係る収益 － △92,477 △92,477

合計 11,879,411 △92,477 11,786,934

（注）グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。

コンシューマ事業において、当社グループは顧客に対して、契約に基づきサー

ビスを提供する義務を負っております。当該事業に係る収益は、「顧客との契約か

ら認識した収益」に該当します。

投資事業において、当社グループは金融資産を当初認識時に公正価値で認識し、

売却による純損益は受領した対価の公正価値と帳簿価額との差額として測定して

おります。当該事業に係る収益は、「その他の源泉から認識した収益」に該当しま

す。当該収益は、IFRS第９号「金融商品」及びIFRS第13号「公正価値測定」に基
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づく収益で構成され、公正価値の変動による純損益は変動後の公正価値と帳簿価

額との差額として測定しております。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度

のいずれにつきましても、IFRS第９号に従って認識した減損損失はありません。

(2) 契約残高

当社グループの契約残高の内訳は以下の通りであります。

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年６月30日)

当連結会計年度

(2022年６月30日)

顧客との契約から生じた債権（注）１ 971,803 2,797,373

契約資産 － －

契約負債

前受金（注）２ 297,113 1,257,922

その他（注）３ － －

契約負債合計 297,113 1,257,922

（注）１．顧客との契約から生じた債権

顧客との契約から生じた債権は、主に当社グループが提供しているコン

シューマ事業により生じた債権で構成されております。

２．前受金

「前受金」はコンシューマ事業で提供するサービスのうち、履行義務が

期末時点で充足されていない対価を契約負債として計上しております。な

お、各連結会計年度の期首現在の前受金残高はすべて、各連結会計年度の

収益として認識しております。また、前連結会計年度および当連結会計年

度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認

識した収益の額に重要性はありません。

３．その他

「その他」は、カスタマー・ロイヤリティー・プログラムに基づく契約

負債です。

４．履行義務の充足の時期と通常の支払時期との関連性及びこれらの要因が契

約資産及び契約負債の残高に与える影響

通常の支払期限は履行義務の充足と同時又はそれより前であります。従

って、契約資産は発生しません。一方で、履行義務の充足の時期が仮に遅

くなると、通常の支払期限が一定で、かつ、取引が期間に応じて発生する

のであれば、契約負債の残高は増加する可能性があります。
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(3) 履行義務

履行義務の充足時点につきまして、サービスにつきましては顧客へサービスの

提供が完了した時点で履行義務が充足されます。請求済未出荷契約につきまして

も、同様にサービスの提供が完了した時点で履行義務が充足されます。

前述(1)収益の分解と履行義務との関係につきましては、「国内航空券」、「海外

航空券」、「ホテル」、「レンタカー」、「ツアー」及び「その他」はサービスの提供

として履行義務が充足されます。

重大な支払条件につきましては、通常の支払期限はサービスの提供時点及び物

品の引き渡し時点、又はそれより前であり、かつ１年を超える取引がないため、

契約に重大な金融要素はなく、対価の金額に変動性はありません。

当社グループが移転を約束したサービスの内容につきましては、前述(1)収益の

分解に記載の、サービスの種類別のとおりでありますが、そのうち「ツアー」に

つきましては当社グループが「本人」として位置づけられ、それ以外につきまし

ては当社グループが「代理人」として位置づけられております。

また、当社グループにおいて顧客と締結する契約の中の履行義務には、返品及

び返品の義務並びにその他の類似の義務はなく、製品保証及び関連する義務に関

するオプション又は追加サービスの提供はありません。

(4) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおきましては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引

がないため、実務上の便法を使用して、残存履行義務に関する情報の記載を省略

しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて

いない重要な金額はありません。

(5) 履行義務の充足の時期の決定

当社グループにおきましては、「一定の期間にわたり充足する履行義務」はあり

ません。

「一時点で充足される履行義務」につきましては、サービスの提供が完了した

時点を顧客が支配を獲得した時点としております。いずれも個々の取引ごとに、

当社グループが資産に対する支払を受ける権利を有しているか、顧客が資産の法

的所有権を有しているか、当社グループが資産の物理的占有を顧客に移転したか、

顧客が資産の所有に伴う重大なリスクと経済価値を有しているか、顧客が資産を

検収したか、などを総合的に勘案して判断しております。
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(6) 取引価格及び履行義務への配分額の算定

取引価格の算定につきまして、サービスの提供においては顧客から得た手数料

を収益に計上しており、いずれも契約により確定した価格で取引価格を算定して

おります。

また、変動対価につきましては、当社グループにおきましては重要性のあるも

のはなく、不確実性が高いなどの理由により変動対価の見積りが制限される場合

もありません。

取引価格の配分につきましては、個々の契約が単一の履行義務によって構成さ

れており、かつ、一連の別個の財又はサービスの移転を約束していないため、契

約における取引価格がそのまま該当する履行義務に配分されます。

(7) 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産

当社グループにおいては、顧客との契約の獲得又は履行のために発生したコス

トから認識した資産はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり親会社所有者帰属持分 1,282.48円

基本的１株当たり当期利益

継続事業 186.40円

非継続事業 38.63円

合計 225.03円
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８．非継続事業に関する注記

(1)非継続事業の概要

当社は、前連結会計年度において株式会社wundou、株式会社ギャラリーレア及び

株式会社EDISTの全株式を、当連結会計年度においてコスミック流通産業株式会社及

びコスミックGCシステム株式会社の全株式を譲渡しました。これにより、当社グル

ープは、2018年7月1日から支配喪失日までのこれら５社の損益を、継続事業から分

離して非継続事業として表示しております。なお、これら５社はいずれもコンシュ

ーマ事業に分類されていました。

(2)非継続事業に係る損益

非継続事業に係る損益は、以下のとおりです。

（単位：千円）

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)

非継続事業に係る損益

収益 22,238,991

費用（注） 21,590,885

非継続事業からの税引前当期利益 648,106

法人所得税費用（注） 371,624

非継続事業からの当期利益 276,481

（注）費用及び法人所得税費用の金額には、過年度に締結された株式譲渡契約に記載された
「表明及び保証」に基づいて、当社グループが当連結会計年度に請求を受けた和解金に関
する金額が、それぞれ13,962千円及び△4,275千円含まれております。
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９．重要な後発事象に関する注記

（子会社の設立）

当社は、2022年４月13日開催の取締役会において子会社を設立することを決議し、

同年７月７日に設立が完了致しました。

(1) 子会社設立の理由

当社はOTA（オンライントラベルエージェンシー）として、日本初のグローバル

OTAを目指し、総合予約サイト「skyticket」を運営しております。この度、オフ

ショア開発拠点としてAdventure Korea, Inc.を設立いたします。

(2) 子会社の概要

①名称 Adventure Korea, Inc.

②所在地 Seoul, Korea

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 細谷 千夏（当社従業員）

④事業の内容 システム開発

⑤資本金 30億ウォン

⑥設立年月日 2022年７月７日

⑦大株主及び持株比率 当社100％
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貸 借 対 照 表

(2022年６月30日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 17,145,824 流 動 負 債 7,265,235

現 金 及 び 預 金 12,266,937 買 掛 金 1,923,640

売 掛 金 2,780,789 １年内返済予定の長期借入金 435,408

営 業 投 資 有 価 証 券 719,459 未 払 金 2,557,992

商 品 249,970 未 払 費 用 58,905

前 渡 金 905,455 未 払 法 人 税 等 1,048,407

前 払 費 用 144,164 前 受 金 1,221,678

未 収 入 金 78,625 そ の 他 19,203

そ の 他 423 固 定 負 債 2,924,114

固 定 資 産 2,066,358 長 期 借 入 金 2,919,114

有 形 固 定 資 産 49,992 そ の 他 5,000

建 物 32,877 負 債 合 計 10,189,349

工具、器具及び備品 17,114 (純 資 産 の 部)

無 形 固 定 資 産 126,861 株 主 資 本 9,129,658

ソ フ ト ウ エ ア 126,861 資 本 金 3,281,560

投 資 そ の 他 の 資 産 1,889,505 資 本 剰 余 金 3,342,194

関 係 会 社 株 式 752,723 資 本 準 備 金 2,866,568

敷 金 及 び 保 証 金 1,026,393 そ の 他 資 本 剰 余 金 475,625

長 期 前 払 費 用 573 利 益 剰 余 金 2,507,188

繰 延 税 金 資 産 109,795 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,507,188

そ の 他 950 繰 越 利 益 剰 余 金 2,507,188

貸 倒 引 当 金 △930 自 己 株 式 △1,284

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △108,417

その他有価証券評価差額金 △108,417

新 株 予 約 権 1,593

純 資 産 合 計 9,022,834

資 産 合 計 19,212,183 負債・純資産合計 19,212,183

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2021年７月１日から
2022年６月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 10,558,712

売 上 原 価 795,832

営 業 総 利 益 9,762,879

営 業 費 用 7,781,840

営 業 利 益 1,981,039

営 業 外 収 益

受 取 利 息 45

助 成 金 収 入 24,684

開 発 支 援 金 13,436

紹 介 料 収 入 13,000

そ の 他 2,915 54,082

営 業 外 費 用

株 式 交 付 費 103,650

支 払 利 息 56,571

そ の 他 163 160,384

経 常 利 益 1,874,737

特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 813,050

そ の 他 1,202 814,252

特 別 損 失

和 解 金 13,962 13,962

税 引 前 当 期 純 利 益 2,675,027

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 975,348

法 人 税 等 調 整 額 △9,635 965,713

当 期 純 利 益 1,709,314

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 23 ―



株主資本等変動計算書

(2021年７月１日から
2022年６月30日まで)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利 益 剰 余 金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 557,183 142,191 350,000 492,191 865,398 865,398

新株の発行 2,724,376 2,724,376 125,625 2,850,002

当期純利益 1,709,314 1,709,314

剰余金の配当 △67,524 △67,524

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 2,724,376 2,724,376 125,625 2,850,002 1,641,790 1,641,790

当期末残高 3,281,560 2,866,568 475,625 3,342,194 2,507,188 2,507,188

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △245,240 1,669,532 5,567 5,567 1,595 1,676,695

新株の発行 5,574,379 △2 5,574,377

当期純利益 1,709,314 1,709,314

剰余金の配当 △67,524 △67,524

自己株式の取得 △791 △791 △791

自己株式の処分 244,747 244,747 244,747

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△113,985 △113,985 △113,985

当期変動額合計 243,956 7,460,125 △113,985 △113,985 △2 7,346,138

当期末残高 △1,284 9,129,658 △108,417 △108,417 1,593 9,022,834

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券で市場価格のない株式等以外のもの（営業投資有価証券を含

む）

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法

により算定）

その他有価証券で市場価格のないもの（営業投資有価証券を含む）

移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産

商 品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法により算出）を採用しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法及び定率法によっております。

なお主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

工具、器具及び備品 ３～10年

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法に基づいております。

(3)引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。
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(4)収益及び費用の計上基準

当社は顧客への旅行商品その他のサービスの提供を主たる事業としておりま

す。当該事業において当社は顧客に対して契約に基づきサービスを提供する義

務を負っております。当該履行義務につきましては顧客へサービスの提供が完

了した時点で充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 控除対象外消費税等の会計処理

控除対象外消費税等のうち、固定資産等に係るものは投資その他の資産の

「長期前払費用」に計上し（５年償却）、それ以外は発生年度の費用として処理

しております。

(6)計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

該当事項はありません。

２．会計方針の変更に関する注記

(1)収益認識に関する会計基準の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月

26日）を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に

移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識することとしました。なお、この変更による当事業年度の影響はありませ

ん。

(2)時価の算定に関する会計基準

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）及び

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019

年7月4日）を当事業年度の期首より適用しています。なお、この変更による当事

業年度の影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次の

通りです。

なお、報告期間の末日において、今般の新型コロナウイルス感染症の影響は、

見積りに勘案すべき不確実性の高い要因と認識していますが、その影響について

は「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記」を参照ください。
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(1)営業投資有価証券及び関係会社株式の回収可能価額

①当事業年度の計算書類に計上した金額

(千円)

当事業年度

営業投資有価証券 719,459

関係会社株式 752,723

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格又は時価がある株式等は、その時価が著しく下落したときは、回復す

る見込みがあると認められる場合を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とし、

評価差額を当事業年度の損失として認識しております。

また、非上場の関係会社に対する投資等、市場価格のない株式等は取得原価を

もって貸借対照表価額としていますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化に

より実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付

けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価差額を当事業年度の損失として

認識しております。

(2)固定資産の減損

①当事業年度の計算書類に計上した金額

(千円)

当事業年度

有形固定資産 49,992

無形固定資産 126,861

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、各報告期間の末日において、有形固定資産及び無形固定資産が減損し

ている可能性を示す兆候の有無を確認しております。減損の兆候が存在する場合、

割引前将来キャッシュ・フローにより減損損失の認識の要否を判定し、減損損失

の認識が必要となった場合には、割引後将来キャッシュ・フローにより当該資産

の回収可能価額を見積っております。回収可能価額の算定にあたっては、将来キ

ャッシュ・フロー及びその見積り期間、割引率等について一定の仮定を設定して

おります。
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(3)繰延税金資産の回収可能性

①当事業年度の計算書類に計上した金額

(千円)

当事業年度

繰延税金資産 109,795

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

金額の算出方法は、「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記(4)繰延

税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一です。
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４．貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務

① 現金及び現金同等物 35,000千円

② ①に対応する債務 営業債務及びその他の債務 160,438千円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 47,424千円

(3)下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っており

ます。

ラド観光㈱ 99,187千円

(4)下記の会社の営業債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。

ラド観光㈱ ―千円

(5)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,042千円

短期金銭債務 372,521千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引以外の取引高

営業外収益 600千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

自己株式(株) 47,696 89 47,600 185

（変動事由の概要）
自己株式の増加数の主な内容は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求 89株

自己株式の減少数の主な内容は、次のとおりであります。
海外市場における募集による自己株式の処分 47,600株
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７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

営業投資有価証券 6,124千円

投資有価証券 3,048千円

前渡金 3,988千円

未払事業税 50,022千円

その他有価証券評価差額金 47,848千円

その他 13,260千円

評価性引当額 △14,496千円

繰延税金資産合計 109,795千円

繰延税金負債との相殺 -千円

繰延税金資産の純額 109,795千円
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８．関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社及び関連会社等

種類
会社等の

名称

議決権等の

所有

(被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係

取引の内

容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
ラド観光株

式会社

所有
直接
100

債務保証

子会社銀

行借入に

対する債

務 保 証

（注１）

99,187 ― ―

子会社
株式会社Ｔ

ＥＴ

所有
直接
100

営業仕入

航空券の

仕入

（注２）

5,917,586 買掛金 372,521

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注）１．金融機関からの借入金に対して、債務保証を行ったものであります。なお、保証料は受け取
っておりません。

２．航空券の仕入について、価格価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上決定し
ております。

(2)役員及び個人主要株主等

種類
会社等の

名称

議決権等の

所有

(被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金

額（千

円）

科目
期末残高

（千円）

役員 中村俊一
（被所有）

60.00

当社代表取

締役社長

当社営業取引

に対する債務

保証（注）

135,199
買掛金 134,926

未払金 272

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注）当社は営業債務に対して主要株主兼代表取締役社長である中村俊一氏より債務保証を受けており
ます。また、取引金額には被保証債務の当事業年度末残高を記載しております。なお、保証料の支払い
は行っておりません。

９．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表「６．収益認識に

関する注記」に記載のとおりです。

10．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,202.75円

１株当たり当期純利益 238.85円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 229.75円

11．重要な後発事象に関する注記

連結注記表「９．重要な後発事象に関する注記」に記載した内容と同一です。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年８月29日

株式会社 アドベンチャー

取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和田 磨紀郎 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 上西 貴之 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アドベンチャーの2021年７月１

日から2022年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結
損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ
た、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ア
ドベンチャー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指

定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、
指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ
た、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年８月29日

株式会社 アドベンチャー

取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 和田 磨紀郎 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 上西 貴之 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アドベンチャーの2021年

７月１日から2022年６月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年７月１日から2022年６月30日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人
等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断
及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いた
しました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益
を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締
役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年８月29日
株式会社 アドベンチャー 監査役会

監査役(常勤) 児玉 尚人 ㊞
監 査 役 角田 千佳 ㊞
監 査 役 小椋 明子 ㊞

（注）上記監査役３名は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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